
総 掲 示  第 ２ 号 

令和４年５月 31 日 

公 示 

横 浜 税 関        

令和４年度 事務処理体制の一部変更について 

 本年７月１日から下記のとおり、事務処理体制の一部を変更することとしたので、お知らせしま

す。 

記 

１．事務処理体制等の変更 

部署所名 変更後 現行 内容 

監 視 部 

統括監視官 

（別送品通関部門担当） 

【部門の名称変更】 

統括監視官 

（別・託送品通関部門

担当） 

〇託送品通関業務は監視部統括監視

官（取締部門担当）へ移管 

業 務 部 

原産地調査官 

（第 1部門担当） 

【部門の名称変更】 

原産地調査官 

（第２部門担当） 

原産地調査官 

― 

【新設】 

〇原産地関係事務【共担】 

千 葉 

税 関 支 署 

― 

【廃止】 

統括審査官 

収納課 

統括審査官 

〇収納事務を統括審査官へ移管 



 

 

 

以上 

部署所名 変更後 現行 内容 

川 崎 

税 関 支 署 

 

― 

【廃止】 

 

統括監視官 

（保税部門担当） 

＜川崎税関支署東扇島事務所＞ 

 

統括審査官 

（通関総括部門担当） 

＜川崎税関支署東扇島事務所＞ 

【部門の名称変更】 

 

統括審査官 

（通関第１部門担当） 

＜川崎税関支署東扇島事務所＞ 

 

統括審査官 

（通関第２部門担当） 

＜川崎税関支署東扇島事務所＞ 

 

 

収納課 

 

 

統括監視官 

（保税部門担当） 

 

 

統括審査官 

 

 

 

 

― 

【新設】 

 

 

― 

【新設】 

 

 

〇収納事務を統括審査官（通関総括部

門担当）へ移管 

 

※東扇島事務所へ移転 

 

 

 

〇通関総括事務及び収納事務 

※東扇島事務所へ移転 

 

 

 

〇通関関係事務 

※品目分担は「２.品目分担表」参照 

 

 

〇通関関係事務 

※品目分担は「２.品目分担表」参照 

 

 

川 崎 

税 関 支 署 

東扇島出張所 

【廃止】 

 

※川崎税関支署東扇島出張所の管轄区域は川崎税関支署の管轄区域とする 

川 崎 外 郵 

出 張 所 

統括審査官 

（通関総括第４部門担当） 

 

統括審査官 

（通関第９部門担当） 

― 

【新設】 

 

― 

【新設】 

〇国際郵便に係る情報関係事務 

（通関総括第３部門から通関総括第

４部門へ移管） 

 

〇国際郵便に係る通関事務 



２．品目分担表

部 部    別    品    目 類

1 動物（生きているもの）及び動物性生産品 １～５ 動物、肉、魚介類、酪農品

2 植物性生産品 ６～１４ 野菜、穀物、採油用の種

3 動植物の油脂、調製食用油、ろう １５ 同  左

１６～１８ 肉、魚又は甲殻類、砂糖菓子

4 調製食料品、飲料、アルコール、たばこ １９～２２ ミルク調製品、各種調製食料品

２３～２４ たばこ

5 鉱物性生産品 ２５～２７ 塩、土石類、鉱石、鉱物油

２８ 無機化学品

２９～３２ 有機化学品、医療用品、肥料

6 化学工業の生産品 ３３～３４ 精油、化粧品類、洗剤

３５～３７ 変性澱粉、火薬類、写真材料

３８ 各種の化学工業生産品

7 プラスチック、ゴム ３９～４０ 同  左

8 皮革、毛皮、動物用装着具、旅行用具 ４１～４３ 同  左

9 木材、コルク、組物材料製品 ４４～４６ 同  左

10 木材パルプ、紙、板紙、及びその製品 ４７～４９ 同  左

５０～６０ 繊維及びその製品

６１～６３ 衣類等

12 はき物、帽子、傘、羽毛製品、造花 ６４～６７ 同  左

13 石、石綿、雲母、陶磁製品、ガラス ６８～７０ 同  左

14 貴石、貴金属、身辺細貨類、貨幣 ７１ 同  左

７２～７６ 鉄鋼、銅、アルミ等及び製品

15 卑金属及びその製品 ７８～８１ 鉛、亜鉛、すず及びその製品

８２～８３ 卑金属製品の工具、道具

８４ 原子炉、ボイラー、機械類

８５ 電気機器、VTR、音声再生機

17 車両、航空機、船舶及び輸送機器 ８６～８９ 同  左

18 光学機器、写真用機器、医療用機器 ９０～９２ 同  左

19 武器、銃砲弾 ９３ 同  左

９４～９５ 同  左

９６ 同  左

21 美術品、収集品及びこっとう ９７ 同  左

11 紡織用繊維及びその製品

16 機械類、電気機器、VTR、音声再生機

類　別　品　目

20 雑品

川崎

通
関
1

通
関
2



令和４年５月 

関係各位 

横 浜 税 関  

川崎税関支署東扇島出張所廃止後の事務処理体制及び 

川崎税関支署の取扱窓口移転について 

  

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素、税関行政に深いご理解

とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、横浜税関川崎税関支署東扇島出張所（以下「東扇島出張所」といいます。）につ

きましては、令和４年７月１日（金）付で廃止することとなりました。これに伴い、同

日付で管轄区域や取扱窓口の一部が変更となります。 

同日以降の事務につきましては、下記のとおり取り扱うこととなりますので、何卒ご

理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

謹白 

記 

 

１．管轄区域及び取扱窓口 

（１）管轄区域 

令和４年７月１日（金）付で、従来の東扇島出張所の管轄区域（川崎市川崎区東

扇島）は、新たに川崎税関支署の管轄区域となります。  

  

（２）取扱窓口 

蔵置場所 通関・収納窓口 保税窓口 

横浜市鶴見区扇島 
（１番２号を除く。） 

 

川崎市（川崎外郵出張所の管

轄に属する地域を除く。） 

川崎税関支署 

通関総括部門（収納を含む。）、 

通関第１部門（1～24類）、  

通関第２部門（25～97類） 

川崎税関支署 

保税部門 

〒210-0869 川崎市川崎区東扇島 38-1 

川崎市港湾振興会館（川崎マリエン）2階 

川崎税関支署東扇島事務所 

※旧東扇島出張所 

・川崎税関支署における通関、収納、保税事務を川崎税関支署東扇島事務所（以下

「東扇島事務所」といいます。）に集約いたします。 

・千鳥町での通関、収納、保税窓口は６月 30日（木）をもって閉鎖いたします。 

・川崎税関支署総務課及び取締窓口についての変更はございません。引き続き、千

鳥町の川崎税関支署をご利用ください。 

 

 

 



 

２．東扇島出張所廃止に伴う事務処理 

（１）通関関係 

令和４年７月１日以降に行う輸出入通関手続（収納手続を含む。）等につきまして

は、輸出入者又は通関業者がＡＥＯ事業者である場合を除き、前記１．の管轄区域

に従い、東扇島事務所において行っていただくこととなります。 

・ 輸出入申告に係る通関部門での後続の事務処理は、当該申告の代表税番を担当す

る通関部門が対応いたします。 

・ その他、申告の状態別の具体的なシステム対応につきましては、別添「東扇島出

張所廃止に伴う通関関係業務に係るシステム対応について」をご参照ください。 

  

（２）収納（担保）関係 

東扇島出張所に提供されている納期限延長等に係る担保につきましては、以下の

とおり取り扱うこととなります。 

 

①  宛先（権利者名）が「東扇島出張所長」のみとなっている官署別担保 

令和４年７月１日以降に輸入許可・承認となる申告には使用できないため、新

たな担保提供が必要となります。保証期間が同日以降も有効である官署別担保を

川崎税関支署で利用する場合は、「権利者の変更についての確認書」の提出が必要

となりますので、同年６月 30日までに必要な手続を行ってください。 

なお、上記に該当する担保を提供されている輸入者又は通関業者の皆様には、

別途、東扇島出張所から連絡いたします。 

 

② 宛先（権利者名）が「全国税関官署の長」又は「東扇島出張所長と他官署の長

の連名」となっている一括担保 

担保の宛先（権利者名）が「全国税関官署の長」又は「東扇島出張所長と他官

署の長の連名」の記載がされている担保につきましては、令和４年７月１日以降

も引き続き、記載がされている宛先官署にて使用可能です。なお、担保の宛先

（権利者名）に７月以降の新たな申告官署となる官署の長（川崎税関支署長）に

ついての記載がない場合には、権利者の変更又は官署の追加の手続が必要となり

ますので、同年６月 30日までに必要な手続を行ってください。 

   

②  令和４年７月１日以降の担保の取扱いについて 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に提出された担保につきましては、同

年７月１日以降、東扇島事務所（通関総括部門）において取り扱います。 

なお、同年６月 30日までに「東扇島出張所長」を宛先（権利者名）とした担保

を提出される場合は、宛先（権利者名）に「川崎税関支署長」を含めて記載して

いただくか、「全国の税関官署の長」等の包括的な記載をしていただくようお願い

いたします。 

 



（３）保税関係 

① 保税関係手続について 

保税関係手続（継続案件を含む。）につきましては、前記１．の管轄区域に従い

東扇島事務所において行っていただくこととなります。 

例えば、保税運送に係る到着確認につきましては、以下のとおりとなります。 

【運送先が NACCS参加の場合】 

搬入確認登録の際に税関に事故を通知する場合、令和４年７月１日以降は、

東扇島事務所の保税部門に申し出てください。 

【運送先が NACCS不参加の場合】 

令和４年７月１日以降は、川崎税関支署東扇島事務所の保税部門において到

着確認を受けてください。 

② 保税地域コードについて 

新たに東扇島事務所検査場（2MC01）が追加され、現在東扇島出張所で使用して

いる検査場コード（2NC00）は削除されます。 

東扇島出張所管轄の各保税店社が現在使用している保税地域コード（2N～）に

は変更ありません。（当該蔵置場コードに係る管轄税関官署は、令和４年７月１日

以降、川崎税関支署に変更されますが、変更に係る手続はありません。） 

ただし、「保税地域・名称」が「その他」等となっており具体的な場所が指定さ

れていない以下のコードは、東扇島出張所廃止に伴い削除されますので、同年７

月１日以降利用できません。（同年６月 30日までにこれらのコードを使用して申

告をした場合で、かつ、許可・承認が同年７月１日以降になる場合は、引続き利

用が可能です。） 

 

本船扱い（2NHHH）、ふ中扱（2NFFF）、貨物到着前申告用（2NJJJ）、 

到着即時輸入申告用（2NUUU）、バンニング用（2NVVV）、洋上輸出用（2NYYY）、 

他所蔵置用（2NZZ1）、蔵置場（2NWWW）、工場（2NMMM）、展示場（2NGGG） 

指定保税地域（2NDDD）、総合保税地域（2NIII） 

 

※ 同年７月１日以降は川崎 2M●●●をご利用いただきますようお願いします。 

 

（４）その他 

「東扇島出張所長」宛に提出していた書類を令和４年７月１日以降提出される際

は、「川崎税関支署長」宛と記載していただきますようお願いします。 

また、令和４年６月 30日までに東扇島出張所長が行った行政処分に係る後続の事

務につきましては、同年７月１日以降、東扇島事務所において対応します。 

（後続の事務の例） 

・ 各種証明（原本照合、通関証明、納税証明等）の交付 

・ 再輸出減免税貨物の輸出の届出書の受理 

 

 



３．問合せ先 

 

令和４年６月 30日まで 

川崎税関支署 東扇島出張所 

輸出入通関、

総括関係 

川崎税関支署 

通関部門 

（電話）044-266-5663 

輸出入通関、

通関総括、 

収納、 

保税関係 

東扇島出張所 

総括部門 

（電話）044-287-6195 

収納関係 

川崎税関支署 

収納課 

（電話）044-266-5627 

 

 

保税関係 

川崎税関支署 

保税部門 

（電話）044-266-5709 

 

 

船舶・取締 

関係 

川崎税関支署 

取締部門 

（電話）044-266-5641 

 

 

その他 

川崎税関支署 

総務課 

（電話）044-266-5621 

 

 

 

令和４年７月１日以降 

川崎税関支署 川崎税関支署 東扇島事務所 

船舶・取締 

関係 

川崎税関支署 

取締部門 

（電話）044-266-5641 

輸出入通関、 

通関総括、 

収納関係 

東扇島事務所 

通関総括部門 

（電話）044-287-6195 

その他 

川崎税関支署 

総務課 

（電話）044-266-5621 

保税関係 

東扇島事務所 

保税部門 

（電話）044-287-6036 

 

以上



（別添） 

東扇島出張所廃止に伴う通関関係業務に係るシステム対応について 

 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して申告・申請等が行われ、許可・承

認が同年７月１日以降となる場合の事務処理、同年６月 30日までに東扇島出張所長が

行った許可・承認等の行政処分に係る後続の事務処理について、具体的なシステム対

応は、以下のとおりです。 

なお、輸出入申告に係る通関部門での後続の事務処理は、当該申告の代表税番を担

当する川崎税関支署通関部門（以下「担当通関部門」といいます。）が対応いたしま

す。 

 

①  輸出入申告事項登録済、申告未済の場合 

令和４年６月 30日までに申告事項登録を行い、申告未済のものにつきましては、

申告官署が 2Nと NACCS上登録されていますので、同年７月１日のシステム稼動時間

以降に一度事項登録情報を呼び出し、「申告官署コード」欄を「ブランク」に訂正

し、再度送信していただく必要があります。 

 

②  予備申告済、本申告未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して予備申告を行い、本申告できな

かったものにつきましては、後続のシステム処理ができないため、予備申告の撤回

を行っていただく必要があります。また、再申告につきましては、同年７月１日以

降の管轄区域に従って、担当通関部門に行っていただく必要があります。 

※ 同年６月 30日までに本申告を行う見込みがないものは、東扇島出張所長に対

する予備申告を控えていただきますようお願いいたします。 

 

③  輸入申告済、許可未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して輸入申告（引取申告、引取・特

例申告を含む。）を行い、同日までに許可未済のものについて、 

- 申告内容に訂正がない場合は、担当通関部門で後続のシステム処理をいたし

ます。 

- 申告訂正が必要となった場合には、後続システム処理ができないため、担当

通関部門にて手作業移行を行い、以後の処理をマニュアルで行っていただく

必要があります。 

 

④  引取申告済、特例申告未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して引取申告を行い、同年７月１日

以降に特例申告を行う場合、「特例あて先官署」欄に「2M」、「特例あて先部門」欄に

担当通関部門の部門コードを入力していただく必要があります。 

 

 



（別添） 

⑤  BP承認済、IBP未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して許可前引取（BP）承認申請を行

い、その承認を受け、同日までに輸入許可未済のものについて、IBPを行う際には、

担当通関部門にて行っていただく必要があります。 

 

⑥  輸出申告済、許可未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所に対して輸出申告（積戻し申告、搬入前輸

出申告、特定輸出申告を含む。）を行い、許可未済のものにつきましては、 

- 申告内容に訂正がない場合は、システム処理を継続して担当通関部門で後続

の事務を処理いたします。 

- 申告訂正が必要となった場合には、後続のシステム処理ができないため、担

当通関部門で手作業移行を行い、以後の処理をマニュアルで行っていただく

必要があります。 

 

⑦  輸出許可済のものに対し、船名数量等変更申請を行う場合 

「船名・数量等変更申請」は、申告官署又は貨物が搬入された蔵置官署が申請宛

先官署となりますが、令和４年６月 30日までに輸出許可を受け、同年７月１日以降

に当該申請を行う場合、申請官署「2M」を入力し、川崎税関支署を宛先官署とする

ことが可能です。 

なお、輸出許可後の保税運送により、船積港が変更になる場合には、運送到着地

を管轄する官署を宛先官署として申請することが可能です。 

 

⑧ IS, IM承認済で、ISW, IMW未済の場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長に対して蔵入（IS）承認申請又は移入

（IM）承認申請を行い、その承認を受け、同日までに輸入許可未済の貨物につきま

しては、後続の ISW, IMWを川崎税関支署長に対して行うこととなります。 

 

⑨ 輸入許可済のものに対し、修正申告又は更正の請求を行う場合 

令和４年６月 30日までに東扇島出張所長から輸入許可を受けた貨物について、同

年７月１日以降に行う修正申告又は更正の請求に関しましては、担当通関部門で対

応いたします。DLI02業務を利用して当初申告データを呼び出すことはできますが、

その場合には、官署コード「2M」及び担当通関部門の部門コードを入力していただ

く必要があります。 

 

（以 上） 

 



 
 令和 4年 5月 

 

関 係 各 位  

                                

 

 横 浜 税 関   

 

 

 

 

宇都宮出張所の移転について 

 

 

 

 

標記のことについて、下記のとおり移転を予定しておりますのでお知らせい

たします。 

 

 

記 

 

 

出張所名 移転予定日 新住所地 旧住所地 

宇都宮出張所 
令和 4年 

9月 12日（月） 

栃木県宇都宮市ゆい

の杜 1丁目 5番 40号 

株式会社とちぎ産業

交流センター3階 

栃木県宇都宮市東簗

瀬 1丁目 42番 3号 

 

 

※電話番号については決まり次第改めてお知らせいたします。 

 

以上 


